
令和６年度 第１回 藤沢市介護保険運営協議会 

 

日 時 ：２０２４年（令和６年）６月２６日（水） 

   午後２時００分から午後４時００分まで 

会 場 ：藤沢市役所 本庁舎５階 ５－１・５－２会議室 

            開催形式：対面会議 

 

１ 開 会 

・事務局 定刻となりましたので、ただいまから「令和６年度 第１回 藤

沢市介護保険運営協議会」を開催させていただきます。 

 司会を務めさせていただきます介護保険課 古澤と申します。

よろしくお願いいたします。 

 この会議は会議録を作成し、公開することとなっていますの

で、会議の内容を録音させていただきます。 

 

 それでは、次第に沿って進めさせていただきます。 

 

 初めに、本来は佐藤福祉部長よりご挨拶申し上げますが、所用

により欠席のため、介護保険課長の藤岡よりご挨拶させていただ

きます。 

 

２ 介護保険課長挨拶・事務局自己紹介 

・藤岡参事 皆様こんにちは、介護保険課長の藤岡と申します。本日はお忙

しいところご出席いただきまして、ありがとうございます。 

本来であれば、福祉部長の佐藤からご挨拶申し上げるところで

すが、市議会定例会へ出席しております関係で、欠席とさせてい

ただきます。申し訳ございませんが、ご容赦くださいますようお

願いいたします。 

さて、本日は、令和６年度最初の介護保険運営協議会となりま

すが、委員の皆様につきましても新たな任期の実質的なスタート

の日となります。委嘱状は事前に郵送させていただきましたが、

今回は委員１８名のうち、６名の方に新たに委員をお引き受けい

ただいております。ありがとうございます。 

また、昨年度まで策定作業にご協力いただいておりました第９

期介護保険事業計画につきましても、無事策定を終え、高齢者保

健福祉計画、認知症施策推進計画と一体的に「いきいき長寿プラ

ンふじさわ２０２６」として、令和８年度までの計画としてスタ

ートしました。 

本日も当該計画について議題としておりますが、今後３年間、



新たな顔ぶれとなりました委員の皆様からの活発なご意見、ご提

案をいただきながら、本市の介護保険制度を適切に運用し、かつ、

より良い制度となるよう努めてまいりますので、ご協力のほど、

どうぞよろしくお願いいたします。 

・事務局 次に、少しお時間を頂戴いたしまして、今年度の事務局職員を

紹介させていただきます。お時間の関係上、各課の課長のみご紹

介させていただきます。 

 

 ～各課の課長紹介～ 

 

３ 委員自己紹介 

・事務局 

 

 

続きまして、本日、初めてお顔を合わせる方もいらっしゃると

思いますので、委員の皆様から自己紹介をお願いしたいと思いま

す。 

 名簿順で、お名前と選出母体のみお願いいたします。それでは、

木原委員からお願いいたします。 

 

～各委員 名簿順に指名～ 

 

ありがとうございました。 

 

４ 会長・副会長の選出 

・事務局 

 

それでは、これから会長・副会長の選出に移ります。 

介護保険条例施行規則第６６条により、「委員の互選」となっ

ておりますが、いかがいたしましょうか。 

・猪狩委員 会長には、これまでに引き続き、医師会から推薦の木原委員に

会長をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

・事務局 ただいま、猪狩委員からご提案がございましたが、委員の皆さ

まいかがでしょうか。 

 

(異議なし) 

 

ありがとうございます。それでは会長は木原委員に決定いたし

ました。 

次に副会長については、木原会長からご指名いただくことでよ

ろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

 それでは、木原会長お願いいたします。 

・木原会長  副会長には薬剤師会又は歯科医師会から推薦の委員に交互に

就任いただいた経緯もありますので、今回、副会長には、薬剤師

会選出の後藤委員を推薦させていただきたいと思います。 



・事務局 副会長に後藤委員の推薦がございましたが、委員の皆様、よろ

しいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

 ありがとうございます。それでは、副会長は後藤委員に決定い

たしました。 

では、木原会長は会長席へ、後藤副会長は副会長席へのご移動

をお願いいたします。 

 

 ここからの進行につきましては、木原会長にお願いしたいと思

います。 

 なお、ご発言をされる委員の方は、挙手をしていただき、木原

会長から指名がありましたら、発言をお願いいたします。 

 それでは、木原会長よろしくお願いいたします。 
 

５ 議 題 

（１）介護保険運営協議会の役割 

・事務局 【資料１】に基づき説明・事前質問に回答 

※第２回目以降の会議開催方法について、委員へ諮る。 

・木原会長 事務局からの説明及び回答が終わりました。 

２回目以降の会議開催方法等について、ご意見がありました

ら、お願いします。 

・福原委員 幅広い意見を聴取して計画に反映させるのが大事であると考

えます。会議前に事務局からの回答までいただけると、それに関

する質問も用意できるので、従来どおり回答も事前にいただける

と助かります。 

そのうえで、協議会の中で議題に関するやり取りができるとよ

いと思います。それぞれの議題について委員同士で議論するのが

大切であり、それが運営協議会だと考えます。 

会議の形式については、新型コロナウイルスの影響で、Zoom 形

式での開催が始まったことで、一方的になってしまったと思いま

す。 

事務局も重要なことは強調し、例えば、資料作成しながら感じ

たこと等も積極的に発言してよいと思います。 

・木原会長 福原委員より、事前質問に対する事務局からの回答については

従来どおり事前にいただきたい、それも併用しながら様々な専門

分野の委員同士で活発な議論ができることが望ましいとのご意

見をいただきました。 

次回以降はこのような形で開催できればと思うので、ご協力よ

ろしくお願いします。 



・後藤委員 

 

 令和５年度第３回の協議会では活発に意見交換ができ、最後

に委員全員に意見を求めたことが良かったと思います。 

議題によっては意見がない場合もありますが、疑問を感じた

ことは質問したいと思います。 

 

（２）「いきいき長寿プランふじさわ２０２６」について 

・事務局 【資料２－１】～【資料２－４】に基づき説明・事前質問に回答 

・木原会長 

 

 事務局からの説明及び回答が終わりました。他にご意見・・ご質

問などがありましたら、お願いします。 

・横倉委員  事前質問にご回答いただいていますが、人材確保について、在

宅サービス事業所や施設・居住系サービス事業所では、ご苦労さ

れていることと思います。各サービス事業所の委員が出席されて

いるので、ご意見を伺いたいです。 

・福原委員 正直限界に来ており、人材確保は難しいと感じています。全国

的に見ても、６割の特別養護老人ホームが赤字になっています。 

その１番の原因はマンパワー不足です。介護する人に一番投資

をしないと、施設は成り立ちません。運営法人も人材確保に向け、

様々な手法を使って努力をしているとは思いますが、仕事に対す

る見方や報酬が追い付いていないと思います。 

具体的には、介護のしごと出前授業、介護の入門的研修など、

若い学生や介護に興味のある人に現場をアピールしていくこと

が重要であると考えます。就職に直結しなくても、学生に対して

こういう仕事がある、将来目指してみようかというきっかけ作り

になればよいと思いました。 

特別養護老人ホームは新型コロナウイルスの影響もあり閉鎖

的なイメージがあります。デジタル化についても進めたい気持ち

は山々ですが、人材が追い付いていかないという現状もありま

す。今後は市の職員を含めて、ぜひ現場を見ていただきたいです。 

・鈴木委員 １点目は、横倉委員からの事前質問に対する回答にもあります

が、各施設における離職防止に対する取り組みとして、「本人の

希望に応じた柔軟な勤務体形」「相談窓口の設置」「定期的な面談」

を実施しています。一人一人の職員とのコミュニケーションが重

要と考えています。 

 ２点目は要望となりますが、【資料２－４】の特定技能外国人

支援計画書の事前提出について、管理団体とのやり取りの都合

上、入職時に計画書を提出することが難しいです。来年度以降、

入職後の提出と緩和していただけるよう、ご再考いただけると助

かります。 



 ３点目についても要望となりますが、介護人材のキャリアアッ

プ研修支援事務について、補助対象を法人から１事業所あたり５

万円と拡充していただき、ある意味充足したと思っています。で

すが、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホームは職

員数が２０名近いため、１事業所あたり５万円という形になる

と、５０％補助だと６～７万かかります。１～２名充足すると、

その段階でその年の予算が足りなくなってしまいます。来年度以

降、補助金額の算定を再考していただきたいです。 

・石川委員 

 

 当法人内では、小さなデイサービスを３か所運営しています。

人が足りなくなっても、充足すると赤字になってしまいます。各

事業所でＩＣＴを活用して予定を合わせていますが、それでも偏

りが出てしまいます。 

また、ケアプランデータ連携システムも導入しましたが、扱え

る人が少ないため、今までどおり紙を見て計算する方がよいで

す。若い人材を育てるにも入職してこないし、６０～７０代の職

員に新しいシステムを覚えてもらうのは難しいと感じています。 

・石田委員 

 

 当事業所は運営開始から２０年経ちます。ヘルパーの中には２

０年変わらず勤めていただいている方もいますが、他のケアマネ

ジャーとの会話の中でも、６０～７０代の職員は若いと言われま

す。竹松委員からご指摘いただいているように、職員も高齢化が

進んでいると感じています。 

 家庭を支える男性が、報酬が限られている介護業界の中で働く

のは難しいと感じます。興味を持ってもらうことは大切ですが、

それ以上に報酬があって安定しているのかというところが課題

であると思います。 

 

 ～５分間休憩～ 

 

（３）令和５年度地域包括支援センター活動報告 

・事務局 【資料３】に基づき説明・事前質問に回答 

なお、本日は地域包括支援センターの代表として、西山委員

にご出席いただいております。実際の相談状況について教えて

いただければと思います。よろしくお願いします。 

・西山委員 遠藤と湘南大庭、小糸いきいきサポートセンターの３か所を担

当しています。相談件数が減っているという実感はないです。業

務を行っている中で感じることは、虐待や暴力件数が伸びている

というよりも、終結までの時間がかかっている印象です。 

地域包括支援センターが立ち上がって２年目から在籍してい



ますが、ここ最近、対話することが難しくなっていると感じてい

ます。具体的には、相談自体は同居していない娘や息子からのケ

ースが多く、また、奥さんが認知症になりご主人が介護している

ケースでは、「自分が面倒を見ているから大丈夫」「先に認知症に

なってずるい」という意見も多く、なかなか動いていただけませ

ん。 

暴力の面では、今までの夫婦の関係性が強く、妻よりも上だと

思っている夫が、認知症の症状が絡むと歯止めが利かなくなり、

妻に手を出してしまうという相談が続いています。 

周知の部分では、・「何かあったら連絡・報告してください。」と

積極的に声かけを行っていることから、浸透してきていると感じ

ますが、遠藤地区では家族内での介護が根付いている地域のた

め、病院を受診して初めて表面化するケースが多いです。 

課題として感じていることは、今介護している世代の今までの

考え方を変えることは難しいため、その下の世代に地域包括支援

センターを知ってもらうためにはどうしたらよいかと考えてい

ます。 

・榎本委員  相談内容内訳件数の「暴力」について、今まで自分は認知症

の人が家族に暴力をふるってしまうというイメージを持ってい

ましたが、介護者が要介護者に暴力をふるってしまうというこ

とでしょうか。 

・事務局 暴力と虐待とで捉え方が変わってきます。ここでいう暴力

は、家庭内で起こっている暴力全般を指します。介護者が要介

護者に暴力をふるってしまうことは、虐待と捉えられます。 

・横倉委員 地域包括支援センターの実情を聞き、大変なことが分かりま

した。地域を支えるため、例えば民生委員の実際の関わりはど

うなっているのか、また藤沢市のコミュニティソーシャルワー

カーの関わりはどうなっていますか。 

・⻆田委員 
片瀬地区を担当しています。６月に７５歳以上の高齢者世

帯、一人高齢者世帯の現況確認を行いました。毎月の定例会に

は地域包括支援センターとコミュニティソーシャルワーカーに

出席いただき、自分たちの困りごとを繋げています。 

具体的な事例としては、ご主人を亡くした一人高齢者世帯を

訪問したところ、足が痛いということで、地域包括支援センタ

ーに連絡を取り、要介護認定申請の手助けなどを行っていま

す。地域包括支援センターとは連携できていると思います。 

・平井委員 コミュニティソーシャルワーカーと第二層生活支援コーディ

ネーターとして活動しています。第二層生活支援コーディネー



ターとしては高齢者中心に活動し、コミュニティソーシャルワ

ーカーとしては高齢者以外も含め、全てを対象に支援をしてい

ます。 

地域包括支援センターについてはケアラー支援、重層的支

援、孤独・孤立という形で法律もスタートしています。地域包

括支援センターの在り方も高齢者に特化した相談から大きく変

化してきています。それに見合う体制づくりが必要なため、国

を含めて考えていかなければいけないと考えます。 

近年一人世帯が増えており、２０５０年には６５歳以上の一

人世帯が女性では３０％、男性では２６％に達すると言われて

います。怖いのは、一人世帯の高齢者のうち、毎年約 68,000 人

が自宅で亡くなっているという報道があります。今後は身寄り

なき高齢者をどのように支援するのか、コミュニティソーシャ

ルワーカーは地域にアンテナを立て、一人世帯の支援をするこ

とが増えてくると考えます。 

豊島区、名古屋市では身寄りなき方が亡くなった後のお墓や

財産整理をする等モデル的な動きが出てきており、近々このよ

うな動きが藤沢市でも出てくると思います。地域包括支援セン

ター、民生委員を含め情報共有を密にしていく必要がありま

す。 

 

（４）藤沢市介護保険事業の実施状況 

・事務局 【資料４】に基づき説明・事前質問に回答 

・木原会長 事務局からの説明及び回答が終わりました。 

福原委員の質問の中に、サービス利用者である市民公募委員

のご意見もお聞きしたいとありますが、何かご意見はあります

か。 

・寺谷委員  特別養護老人ホームには親の介護でお世話になりましたが、

実際の特別養護老人ホームの現場を見たことはなかったので、

前期委員を引き受けるにあたり、４か月ほどホスピスで勤務し

た経験があります。情報として大変だということは分かってい

ますが、具体的な意見を示すことは難しいです。 

・竹松委員  私も特別養護老人ホームのことを分かっていませんでした

が、物価高騰の影響で食事の提供に苦労していると聞いたこと

があります。そのうえで、材料を変えるなど工夫をしている

が、市からの補助や援助がないと聞いています。食事は生きて

いくためでもあり、お年寄りは食べることが楽しみなので食事

の質が落ちるということは切ないです。 



・福原委員 地域区分について、見直しを検討いただけるということで、

ありがとうございます。 

 この問題は全ての事業所に関係することと思います。国の人

件費を見る考え方について、藤沢市の地域区分は横浜市や鎌倉

市より下となっています。給料を見たときに横浜市と鎌倉市と

何が違うのか、同じではないのか、正直おかしいと思います。 

収入がないからサービスの質を落とさなければならなくなっ

たり、人材不足につながったりと様々な要因で経営が厳しくな

っているのが現状だと考えます。サービスの質を落とさないた

めに、収入を上げていかなければならないですし、時給を確保

していかなければなりません。県内某市において事業者と市が

協力して直接国に要望し、地域区分を特例で上げてもらったと

いう話を聞いたことがあります。サービスの質を守るために

も、市・市民・事業者が協力して国や世間に要望しなければな

らないと思うので、ぜひご賛同いただきたいという趣旨で質問

をしました。次の改正まで時間があるので、引き続き要望させ

ていただければと思います。 

 

（５）介護保険サービス事業所の指定等について 

・事務局 【資料５－１】【資料５－２】に基づき説明（事前質問なし） 

・木原会長  事務局からの説明が終わりました。他にご質問・ご意見などが

ありましたらお願いします。 

（質問・意見なし） 

・事務局 【資料５－３】に基づき説明（事前質問なし） 

・木原会長 事務局からの説明が終わりました。他にご質問・ご意見などが

ありましたらお願いします。 

・福原委員  正直、今の説明では皆さん分からないと思います。関係してい

る方や居宅介護支援事業所の方は分かると思いますが、我々事業

者も分からないです。次回以降で結構なので、もう少し制度的な

話を分かりやすく説明していただきたいです。 

・木原会長 居宅介護支援事業所の中村委員、詳しい説明をお願いできます

でしょうか。 

・中村委員 今までは「要支援１・２」の方について、居宅介護支援事業所

は、地域包括支援センターからの委託を受けることで介護予防支

援の業務ができていました。請求は地域包括支援センターが行

い、居宅介護支援事業所はケアマネジメントを行っていました。 

それが今回の制度改正で、居宅介護支援事業所も介護予防支援

としての指定を受けることにより、「要支援１・２」の方につい



て、地域包括支援センターを通さずとも藤沢市と居宅介護支援事

業所が直接やり取りをして、ケアマネジメント業務を行うことが

できるようになるということだと思います。 

実はまだ藤沢市と居宅介護支援事業所との具体的なやり取り

の方法が周知されていません。説明会はありましたが、今回のよ

うに質問が少なかったのが現状です。 

・木原会長 藤沢市で必要な要件を確認し、協議会に報告したうえで承認さ

れると、指定を受けることができ・「要支援１・２」の方のケアマ

ネジメント業務ができるということでよいでしょうか。 

先ほど事務局から説明のあった事業所について、承認するとい

うことでよろしいですか。 

（異議なし） 

 以上で、本日の議題は全て終了しました。 

 

５ 閉 会  

・事務局 本日はお忙しい中、長時間にわたりご審議等いただきましてあ

りがとうございました。 

 以上を持ちまして、本日の協議会を終わらせていただきます。 

以 上 


